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　2016 年度の 4 年生ゼミナールから演習内容につ
いての研究論文（以降、ゼミ、ゼミ論と表記）の作
成が必修となり、制作による演習を行っているゼミ
でも成果物に相応の書類を添えることが必要となる。
　丸山ゼミでは広義の HTML5 によるインタラ
クティブコンテンツの制作を課し、実務能力の習
得に努めているため、論文の形式ではなくコンテ
ンツの設計と制作に関する計画書を作成してこれ
に当てることとした。
　しかしながら、企画立案から始めてコンテンツ
制作を行った上で計画書まで作成することは、学
生の学習時間と能力に負荷が高すぎるであると想
定されるため、2014 年度より課題内容の刷新を図
り、教材「PROJECT FIELD-M」と命名した演習
用コンテンツフィールド（以降、FIELD-M と表記）
を開発し、2014 年度より試験運用を開始した。
　今回の授業研究会報告では、FIELD-M の主旨
とその上に展開した課題サンプル「sheep」とそ
の計画書を紹介した。
　FIELD-M の開発は HTML と CSS、JavaScript
にて行われ、canvas タグ上にレンダリングされる
Web アプリケーションである。広義の HTML5
によるコンテンツであるため、パソコンの OS 上
で 動 く Web ブ ラ ウ ザ だ け で な く、iOS や An-
droid などの OS で動作するモバイル端末の Web
ブラウザでも稼動するクロスプラットフォームを
実現し、且つ、マルチタッチパネルにも対応して

いる。その上で、ユーザーの基本的なインタラク
ションによるイベントを処理して FIELD-M 上に
展開されたコンテンツに受け渡す準備を整えてあ
る。コンテンツ制作を行う上で最も厄介で面倒な
部分が概ね解決された状態になっている。
　学生には、FIELD-M が準備している範疇で独
自のコンテンツを展開することをゼミの課題とし
ている。それでも、実務経験のない学生の理解だ
けでは、各自が FIELD-M の仕様を読み解いて自
らのコンテンツを立案し、FIELD-M 上にコンテ
ンツを展開していくのはあまりにも難易度が高い
であろうと判断されたため、FIELD-M 上へのオ
ブジェクト生成とインタラクション、そして
FIELD-M に準備された当たり判定などによるイ
ンタラクションを実現したサンプルも開発した。
また、学生が課題とゼミ論を作成する助けとなる
ように計画書も作成した。
　アイデアは各学生の独創性を拠り所とするが、
計画書がコンテンツの構築と展開の所作について
十分な情報源になると期待している。また、計画
書は丸山ゼミにおけるゼミ論の見本にもなっている。
　FIELD-M の最初の開発は 2014 年 10 月中旬よ
りはじまり、2015 年平成 27 年謹賀新年コンテン
ツ「あけおめコンテンツ”sheep”」（http://hustle-
mouse.com/card/2015/sheep/index.html） と し
て公開したソース群を土台として拡張的に開発が
行われた。全般的に、学生の開発に関する仕様は
簡潔ながら実務的な構造を有しており学習効果に
配慮した形態になっている。

図 1　サンプルキャラクター「sheep」

図 2　「PROJECT FIELD-M」の画面

「ゼミナール」ゼミ論必須に向けた準備
� 2015年５月28日　丸山裕孝
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　大学等の教育機関では ICT を活用した教育が
試みられている。以前、情報処理関連の授業にお
いて e-Learning システムの 1 つである Moodle を
利用した授業について報告した（1）。また、近年ス
マートフォンやタブレット PC が普及し、多くの
学生が利用している状況をふまえ、スマートフォ
ンやタブレット PC などの携帯情報端末を利用し
た教育支援ツールの試作について報告した（2）。
　多くの学生が利用しているスマートフォンだ
が、実際にどの程度の学生が利用しているのかを
調べるため、担当している講義科目でアンケート
調査を行った（2014 年春学期）。1 年生では約
85% の学生がスマートフォンなどを利用してい
る。さらに、3・4 年生では 90% 以上の学生がス
マートフォンなどを利用している。この結果より、
スマートフォンなどを利用した教育支援システム
にも意義があるものと考えられる。
　HTML5/CSS3 では以前に比べて表現力が増
し、HTML5/CSS3 だけでさまざまな表現が可能
に な っ て い る。 こ の た め、 今 回 の 試 作 で は
HTML5/CSS3 を用いて一般的なブラウザでアク
セスする方法を用いた。
　このような検討結果をもとに、簡単なシステム
を試作した。サーバ側は php で制御し、クライ
アント側は HTML5/CSS3 と Javascript で制御
している。
　図は問題と解答の表示例である。このように数
行で問題と解答・解説を表示しており、さまざま
なスマートフォン・パソコンのブラウザで問題な
く表示された。
　この試作システムをしばらく学生に使っても
らった結果、次のような感想が得られた。
　（1） 情報量が少ないので、携帯電話の 3G 回線

で使用しても問題はない。
　（2） 画面の操作性も悪くない。ただ、片手で操

作する場合、どの画面でも同じ位置をタッ
プできるほうが操作しやすい。

　感想の（1）は簡便さを求めて制作した結果であ
り、予想できた感想ではあるが、感想の（2）はパ
ソコンを使っていても予想しがたいものだった。
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携帯情報端末の教育支援ツールとしての利用
　―試作―�

2015年６月25日　寺嶋秀美

図 1　○×問題例

図 2　解答例（図 1 の解答）
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 本報告では、筆者がデザイナーとして、グラ
フィックデザイン分野の業務を実践した例として
「株式会社レイカ」のビジュアルアイデンティ
ティーデザインについて解説を行った。メインの
シンボルマークのデザインから、アプリケーショ
ンデザインへの展開等を説明し、そのデザインの
成果や今後の課題について述べた。

1．はじめに

　筆者は「株式会社レイカ」の企業イメージデザ
インに 2001 年より 10 年以上関わってきた。
　企業イメージデザインについては、CI （コーポ
レイトアイデンティティー）と呼ばれる企業理念
構築を含む本格的にデザインを起こしていくもの
から、VI （ビジュアルアイデンティティー）と呼
ばれる、会社等の理念、実状に合わせてグラフィッ
クデザイン等の意匠をメインにおこなっていくも
のがあるが、今回は後者である。

2．VI デザインの背景と経緯・経過

　「株式会社レイカ」は、本社ビルの移転に伴い
社名を変更し、シンボルマークなどのデザインを
一新することになった。菓子製造業→菓子食品総
合卸売業→飲料事業部を設立→飲料事業部発展ま
での約 50 年の会社の歴史も確認し、シンボルマー
クのデザインから開始し、ステイショナリー、車
両のデザイン及びカラーリング等の総合的なデザ
イン業務となった。

3．メインのシンボルマークについて

　シンボルマーク（コーポレイトブランドマーク）
については、飲料・食品会社など、幅広く国内外

のデザイン、あるいは競合会社を調べながら、ア
イデアを検討していった。最終的には清涼飲料水
をシンボライズする波紋や炭酸などから出る気泡
をイメージした形と Reika の文字を組み合わせ
たものが採用に至った。

4．VI マニュアルについて

　CI や VI デザインを取締役及び社員等が一貫し
て使用するためにデザインマニュアルを制作した。
　デザインの作業が発生した場合、その都度この
マニュアルを参考に使用していくことにより、デ
ザインをしていく側も見る側・受ける側も企業の
イメージがぶれることなく伝わっていく。
　シンボルマーク、和文ロゴタイプ、コーポレー
トカラー、英文ロゴタイプ、名刺・車両・封筒な
どのアプリケーションについて、カラーデザイン
のマニュアルより解説を行った。

5．成果について

　2001 年の新デザイン施行から、10 年以上経過
して、レイカの役員、社員、顧客に浸透しており、
評価も上々である。2014 年 3 月、和文ロゴを新
たにデザインし直し、新車両に採用した。
　中堅企業として、総合的な VI デザインを取り
入れて、実施してきた結果は成功と言えよう。

6．おわりに

　デザイン業務はクライアントとコミュニケー
ションを取りながら、柔軟な対応をし、提案して
いく。日常生活から敏感にデザインと関わってい
ないと、いざという時にいいデザインが出来ない
ことから、今後もデザインや美術等に幅広く好奇
心を持ち、向き合っていきたい。

「株式会社レイカ」ビジュアルアイデンティ
ティーデザインの実務報告

2015年 7月23日　城井光広
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　本研究は、「公文書等の管理に関する法律」（以
下、「公文書管理法」という。）が定める文書管理
システムを、民間組織である中小企業が導入し、
日々使いやすい文書管理システムとなるよう、開
発に必要な機能要件を具体化し、明確な RFP （提
案依頼書）を作成することを目的とした。
　公文書管理法を円滑に運用するため、「行政文
書の管理に関するガイドライン」が定められてい
る。本ガイドラインは、本法、施行令の規定例を
示すとともに、留意事項として当該規定の趣旨・
意義や職員が文書管理を行う際の実務上の留意点
について詳細に記しており、これらは、中小企業
の文書管理にも十分に適用が可能である。
　様々な中小企業の現場にあわせた、使いやすい
文書管理システムの機能要件を明らかにすること
は、これまで文書管理に求められていた従来価値
（組織内の情報共有化、スペースコストの削減、
オフィス環境整備等）に加え、説明責任（法令遵
守、意思決定プロセスの明確化等）を果たす上で
社会的意義をもつ。
　中小企業といっても業種業態は多岐にわたる。
本研究では、個人情報を多く扱うこと、この情報
を施設内の多くの職員が共有する必要があるこ
と、また、地方自治体が行う監査への対応が必要
なことなどを勘案し、「特別養護老人ホーム」に
おける文書管理を調査対象とした。
　時間を要したが、複数の施設を運営する企業に
お願いし、何とか協力を取り付けることができた。
調査方法としては、当該企業の方針を確認し、本
社スタッフ同行の下、4 施設を各 3 回（計 12 回）
訪問させていただいた。施設長、事務職、ケアマ
ネージャー、看護師等全職種の方に、文書管理の
品質を担保する 4 つの機能要件を説明し、現状の
問題点把握→原因の分析→改善対策検討に協力い
ただいた。

　第 1 は目的指向性である。文書管理には、目標
→目的→究極の目的という上方指向性が上げられ
る。本社には文書管理の方針・規程はあるものの、
根本問題が解決されているわけではない。私物化
意識の要因と払拭する方策について様々な視点か
ら検討した。
　第 2 は対象範囲である。対象範囲には、文書の
対象範囲と文書管理の対象管理の 2 つの側面があ
る。文書の範囲を「全ての文書」とするところに
抵抗感があるが、仕掛中の文書の所在（共有化）
には誰もが関心を持っていたのでその次善策を検
討した。
　第 3 は管理原則。保管システム（オフィス内）
と保存システム（文書庫等）をどのように構築し
たら利用者が使いやすく、維持管理を定着させる
ことが出来るかという方法論である。狭いオフィ
スのわりに不要文書が多い。また、必要であって
もオフィス内においておく必要のない文書も散見
されたので解決策を検討した。
　第 4 は分類技法。ツミアゲ式階層分類とワーク
プロセス式水平分類を組み合わせたクロス分類。
先ずは、高速検索性を確保し事務の効率化を支援
する。次に、シフト間・職種間の情報共有を促進
し、サービスの標準化・効率化、利用者の心身の
状況やリスクの気づき、計画やサービスの見直し
等の目標達成、更にサービスの質向上という上位
の目的を達成するための意思決定最適化を支援す
る。現状をみると、個人の職務遂行を中心にした
文書管理である。意思決定が職種ごとの部分最適
になりがちで、利用者中心の情報共有になってい
ない。この状態は利用者にとって非常にリスクが
高い。情報共有は全体最適を目指す上で不可欠で
ある。あらためて情報共有を支える分類体系の重
要性が認識されたのである。
　研究成果として、当該企業における機能的な文
書管理に資する RFP の作成を支援できた。今後、
構築されるシステムが文書管理の品質を高め、経
営の成熟度向上に資することを期待する。

機能的な民間文書管理の要件に関する考察
～「特別養護老人ホーム」の文書管理を中心に～

2015年 10月 29日　石井幸雄
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1．経緯

　メディア・アート論は、当初、文化情報学部創
設時から専攻科目〈環境芸術論〉として設定され、
96 〜 01 年度立木定彦、03 〜 10 年度筆者が担当
した（ただし、09 年度 野口玲一（当時文化庁；現、
三菱一号館美術館））。その後 09 年度学部改組、
カリキュラム改革に伴い、メディア情報学部専攻
科目〈メディア・アート論〉となり、筆者が担当
して今日に至っている。
　〈環境芸術論〉では、担当者により差異はある
ものの、都市景観・環境、パブリック・アート、
インスタレーションなどに軸足が置かれていた。
　〈メディア・アート論〉では、イメージの生成
から、写真、映画前史、初期映画、初期アニメー
ションなどと、テクノロジー・アートとして概括
されてきたものを結合した内容としている。
　なお、メディア・アートは、かつて新聞、テレ
ビ ､ ポスター、掲示板等のコミュニケーション手
段を媒体としたアートを意味した時代もあった
が、90 年代以降、主に最先端のテクノロジーを
使ったインタラクティヴな作品がその中心をなし
ている。

2．内容

　講義内容としては、表象文化史の文脈の中でメ
ディアと芸術表現の関係を辿ることを重要視して
おり、他方、筆者は 1 年次からの基礎科目〈芸術
学〉（内容は西洋美術史）も担当し、そこで主要
な技法に触れている。したがって、ここでは洞窟
壁画、デューラーのペン画などを例にイコノゲネ
シス（イメージの生成）の問題に触れた後、写真
の誕生、映画前史、初期アニメーション、ダダイ
スム、シュルレアリスム、戦後美術（具体〜もの
派〜実験アニメ〜ビデオアート）を経てコン
ピュータ・アートまでを概観し、最後にメディア・
アート作品固有の〈保存問題〉で締め括っている。

3．教材

　教材としては、既存映像資料のほか、直接取材・
入手した下記事項関連の資料を使用した。
・初期映画、ダダイスム、シュルレアリスム
・ 1960 年代以降の同時代資料（ポップ・アート、

ヌヴォー・レアリスム、実験アニメーション、
ビデオ・アート、コンピュータ・アート等）

・ポンピドーセンター等フランスの映像音響施設
・映画誕生 100 年行事（テアトル・オプティク等）
・アルス・エレクトロニカ・センター［AEC］
・ カールスルエ芸術・メディア技術センター［ZKM］
・「進化する映像」展（国立民族学博物館）
・ 「デジタル技術とミュージアム」展（国立西洋

美術館 VR 技術、コンピュータ画家アーロン等）
・「オープン・スペース」展（ICC）
・文化庁メディア芸術祭

4．課題

　主要な課題として、下記を挙げておきたい。
（1）〈メディア・アート〉自体の課題
　文化庁「メディア芸術」祭が対象として漫画を
含んでいる現状に見るように、カテゴリーとして
あまりにも雑多な状況を整序する必要があろう。
これは「クールジャパン」に潜む無批評性にもか
かわる。メディアとの向き合い方では、安易にコ
ンピュータに依るだけでなく、岩井俊雄、明和電
機、鈴木康広、束芋等にみるように、「道具とし
てのメディア」の探究の深化に期待したい。アイ
デアだけでない「質」の担保は言うまでもない。

（2）メディア・アート論（教育）の課題
　教材として購入できる作品パッケージが少ない
ことが切実な問題として挙げられる。山村浩二、
束芋、AEC （〜 2013）などは例外的と言えよう。
他方、自身の課題としては、サウンド・アートを
含む、実験工房、フルクサス等戦後の総合芸術へ
の取り組みを十分に扱えなかったことが心残りで
ある。
　（本研究会に際し、取材教材の例として、エミー
ル・レイノーの創始した「テアトル・オプティク」
再現上映記録（1995、パリ）を投射した。）

メディア・アート論について
2015年 11月 19日　波多野宏之
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